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主催 
一般財団法人日本情報経済社会推進協会
（JIPDEC） 

日時 2015年10月5日 14：00-17：00 

場所 秋葉原コンベンションホール 

～マイナンバー法における法人番号活用に向けて～ 



本日はマイナンバー法の施行日 

個人番号 

地方公共団体が国内居住者（住民基本台帳に記載のある人）一人一人に個人番 
号を郵送にて通知 

法人番号 

国税庁が法人番号基本３情報（名称、本社住所及び法人番号）を郵送にて通知す
るとともに、検索可能なWebサイトを立ち上げる予定。 

JIPDECは、国税庁の公開する法人番号基本３情報をサイバー法人台帳
ROBINSにインポートし、公開する予定 

JIPDECは、地方公共団体等のマイナンバー対応（特定個人情報保護評
価）を支援してきているところ。 



本シンポジウムのねらい 

法人番号に関する認識の向上 
 → 個人番号との差異、オープンデータの活用基盤  

法人番号活用ビジネスの促進 
 → 中小企業等の振興、グローバル化の推進 

産学官による議論の雰囲気作り 
 → 異業種間の交流、ネットワーク作り   
                           など 



本日の演題 
 基調講演1「マイナンバー制度における法人番号の概要とその利活用」 

 東京工科大学 コンピュータサイエンス学部 教授 手塚 悟 氏 
 

 基調講演2「金融における法人番号とデータ活用について」 
 日本銀行 金融機構局 金融高度化センター長 岩下 直行 氏 

 
 講演3「法人番号制度で、わかる・つながる・ひろがる。」 

 株式会社東京商工リサーチ 調査取材本部 本部長 永山 徳雄 氏 
 

 講演4「サイバー法人台帳ROBINSを利用した経営労務診断サービス」 
 全国社会保険労務士会連合会 参与 大野 実 氏 

 
 講演5「JCAN・ROBINS応用サービス紹介と先進事例（あんしんかんベストプラクティス）」 

 JIPDEC 安信簡情報環境推進部 事業推進室長 大泰司 章 
 

 講演6「常陽銀行のメール活用における安心マーク導入の背景と効果」 
 株式会社常陽銀行 営業推進部 ダイレクトバンキングセンター  
 企画グループ 主任調査役 丸岡 政貴 氏 

 



 シンガポール政府が提
供するオンラインによ
る事業許可申請のワン
ストップサービス。 
 

 企業コード（UEN番
号）と、”Singpass”*を
利用して申請。 
 

 2015年中を目途に、新
システムのLicenseOne
に移行中 
＊シンガポール在住者に付与さ

れるIDとパスワード 

https://licences.business.gov.sg 

シンガポールの事業許可申請システム 

ご参考：法人番号（企業コード）の活用例 

OBLS 


